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４．内外国人別統計表

（１）特　許

出　願　件　数 登　録　件　数

内　　国 外　　国 内　　国 外　　国

2003 年 362,711 50,381 110,835 11,676 

2004 年 368,416 54,665 112,527 11,665 

2005 年 367,960 59,118 111,088 11,856 

2006 年 347,060 61,614 126,804 14,595 

2007 年 333,498 62,793 145,040 19,914 

2008 年 330,110 60,892 151,765 25,185 

2009 年 295,315 53,281 164,459 28,890 

2010 年 290,081 54,517 187,237 35,456 

2011 年 287,580 55,030 197,594 40,729 

2012 年 287,013 55,783 224,917 49,874 

（２）新実用新案　　　　　　　　　　　　　　　　（３）旧実用新案

出　願　件　数 登　録　件　数 出　願　件　数 登　録　件　数

内　　国 外　　国 内　　国 外　　国 内　　国 外　　国 内　　国 外　　国

2003 年 6,380 1,775 5,914 1,755 2003 年 1 13 18 7 

2004 年 6,337 1,646 5,711 1,645 2004 年 0 3 7 0 

2005 年 9,421 1,965 8,462 2,107 2005 年 0 1 0 4 

2006 年 8,922 2,043 8,523 2,068 2006 年 0 0 0 2 

2007 年 8,399 1,916 8,160 1,920 2007 年 0 0 0 0 

2008 年 7,717 1,735 7,187 1,730 2008 年 0 0 0 0 

2009 年 7,799 1,708 7,361 1,658 2009 年 0 0 0 0 

2010 年 6,889 1,790 6,755 1,816 2010 年 0 0 1 0 

2011 年 6,305 1,679 5,998 1,597 2011 年 0 0 0 0 

2012 年 6,292 1,820 6,221 1,833 2012 年 0 0 0 0 

注：新実用新案とは、平成５年法律改正（１９９４年１月より施行）適用の出願をいう。

（４）意　匠

出　願　件　数 登　録　件　数

内　　国 外　　国 内　　国 外　　国

2003 年 36,574 2,693 29,284 2,058 

2004 年 37,565 3,191 30,485 2,196 

2005 年 35,746 3,508 29,971 2,662 

2006 年 33,094 3,630 27,034 2,655 

2007 年 32,202 4,342 25,228 3,061 

2008 年 29,621 3,948 25,986 3,396 

2009 年 27,674 3,201 25,819 2,993 

2010 年 28,083 3,673 24,458 2,980 

2011 年 26,658 4,147 23,042 3,232 

2012 年 27,934 4,457 24,610 3,739 

注：登録件数には、類似意匠登録件数を含む。

（５）商　標

出　願　件　数 登　録　件　数

内　　国 外　　国 内　　国 外　　国

2003 年 106,957 16,368 92,898 15,670 

2004 年 110,270 18,573 83,013 12,853 

2005 年 114,015 21,761 80,962 13,477 

2006 年 111,754 24,023 88,411 15,024 

2007 年 118,155 25,066 79,836 16,695 

2008 年 95,674 23,511 82,469 17,774 

2009 年 90,474 20,367 88,449 20,268 

2010 年 92,163 21,356 79,338 18,442 

2011 年 84,673 23,387 70,800 18,479 

2012 年 95,548 23,462 77,129 19,230 

注：登録件数には、更新登録件数と防護標章登録件数及び

    2000年3月14日から施行されたマドリッド協定の議定書に基づく

    国際登録出願の件数を含む。

問い合わせ先：方式審査課、出願支援課登録室




